
甲賀市地域産業振興基本条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地域産業の振興に関する基本理念を定め、地域産業に関わる

者の役割及び責務を明確にすることにより、地域産業の振興を推進し、本市の経

済の活性化及び市民生活の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）  地域産業 市内で事業活動又はサービスの提供を行う全ての産業をいう。 

（２） 地域資源 産業、自然、歴史、文化、技術、技能、人材その他の資源を 

いう。 

（３） 事業者 市内において事業を営む個人、法人及びその他の団体をいう。 

（４） 商工業者 事業者のうち、商工会法（昭和３５年法律第８９号）第２条

に規定する者をいう。 

（５） 農林業者 事業者のうち、農林業に従事する者（農地又は山林を所有す

る者も含む。）をいう。 

（６） 観光産業事業者 本市のもつ地域資源を生かし、観光に伴って発生する

様々な需要に応じた事業活動に従事する者をいう。 

（７） 地場産業事業者 特定の地域にその立地条件や歴史的背景を生かして定

着した特産品等の生産又は販売に従事する者をいう。 

（８） 金融機関 市内に本店又は支店を置く銀行、信用金庫、信用組合及び農

業協同組合、又は市内の企業者が金融取引を行う機関をいう。 

（９） 産業関係団体 本市地域産業の振興及び経済の活性化に取り組む団体を

いう。 

（１０） 教育機関 本市地域産業の振興に資する調査、研究及び教育を行う機

関をいう。 

（１１） 市民 市内に在住、在勤又は通学する者をいう。 

（１２） 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第

１項に規定する者をいう。 

（１３） 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する者をいう。 



（１４） 大企業者 第１２号の規定に該当しない企業を営む者をいう。 

（１５） 消費者団体 消費者の権利利益の擁護及び維持のため、消費者によっ

て自主的に組織された団体等をいう。 

（１６） ６次産業化 地域の第１次産業とこれに関連する第２次又は第３次産

業に係る事業の融合等により地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取

組をいう。 

（１７） 農商工連携 農林水産業、商業、工業等の産業間が連携し、その相乗

効果を地域の活性化につなげる取組をいう。 

（基本理念） 

第３条 地域産業の振興のため、事業者は自らの創意工夫及び自主的な経営努力を

基本に、事業者、産業関係団体、教育機関、市民及び市が相互に協力して総合力

を発揮し、地域資源を積極的に活用することにより新たな価値を創出し、地域経

済の活性化を促すことで、市の持続的な発展に寄与することを基本理念とする。 

（事業者の役割及び責務） 

第４条 事業者は、自らの事業の強化、安定及び経営の改革に努めるとともに、人

材及び後継者の育成、地域からの雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実を図る

ものとする。 

２ 事業者は、資材及び物品の調達、請負及び必要な工事等の発注に当たっては、

他の事業者への受注機会の提供に努めるものとする。 

３ 事業者は、中小企業者及び小規模企業者の持続的発展並びに大企業者の地域貢

献が図られることをもとに、分野又は利害を超え、相互に連携し協働に努めるも

のとする。 

４ 事業者は、産業関係団体の健全な活動及び運営に、積極的に参加及び協力する

ものとする。 

５ 事業者は、自らの事業活動及び社会貢献活動を通じて、まちづくりへの関与及

び地域貢献に努めるものとする。 

６ 事業者は、地域社会と共存共栄し、持続的な発展を目指すものとする。 

（商工業者の役割及び責務） 

第５条 商工業者は、社会経済情勢の変化に即応し、技術、サービスの向上及び競

争力の強化を図るとともに、市民の需要に応じた商品又はサービスを提供するこ



とにより、市民生活の向上に寄与するものとする。 

（農林業者の役割及び責務） 

第６条 農林業者は、安全で安心な農作物及び林産物を供給するとともに、市内で

生産するこれらに係る情報を積極的に発信するものとする。 

２ 農林業者は、６次産業化の推進又は農商工連携により地域産業の振興を図るも

のとする。 

３ 農林業者は、産業関係団体及び市と連携し、里地里山の景観及び水源涵養機能

など環境保全の維持に努めるものとする。 

（観光産業事業者の役割及び責務） 

第７条 観光産業事業者は、地域資源を積極的に活用し、市の独自性を高めるとと

もに、市外の地域との広域的な連携を強化し、魅力ある情報を国内外に積極的に

発信するなど観光客の誘致に取り組み、観光に伴う消費及び交流により地域産業

の振興を図るものとする。 

（地場産業事業者の役割及び責務） 

第８条 地場産業事業者は、地場産業が地域社会と密接に関わっていることを基本

とし、新たな需要及び価値を生み出し、地域産業の振興を図るものとする。 

（金融機関の役割及び責務） 

第９条 金融機関は、事業者の資金需要に対する適切かつ積極的な対応、経営改善

に対する支援その他の方法により、地域産業の活性化に資するよう努めるものと

する。 

（産業関係団体の役割及び責務） 

第１０条 産業関係団体は、事業者の創意工夫及び自主的な経営努力による活動及

び創業を支援するものとする。 

２ 産業関係団体は、地域産業の振興及び経済の活性化を目的とした事業等を積極

的に進めるものとする。 

３ 産業関係団体は、事業等を通じて地域社会への貢献に努めるとともに、市が実

施する地域産業の振興施策に協力するものとする。 

４ 産業関係団体は、構成員の分野を超えた交流を促し、地域産業の振興を図るも

のとする。 

５ 産業関係団体は、設立及び存在の意義又は役割を十分に認識しこれを果たすも



のとする。 

（教育機関の役割及び責務） 

第１１条 教育機関は、地域産業の担い手の育成を積極的に行うものとする。 

２ 教育機関は、地域産業の振興に資する人的協力及び情報の発信を積極的に行う

よう努めるものとする。 

３ 教育機関は、研究成果等を用いて積極的な地域社会への貢献に努めるものとす

る。 

（市民の役割） 

第１２条 市民は、地域産業の振興が市民生活の向上とまちづくりの推進につなが

ることについて理解を深め、地域産業の振興に協力するよう努めるものとする。 

２ 市民は、消費活動において、事業者が提供する商品、サービス等を利用するよ

う努めるものとする。 

３ 市民は、事業者、産業関係団体又は市が行う地域産業の振興に関する事業及び

施策に協力するよう努めるものとする。 

４ 市民は、事業者が提供する商品、サービス等の向上に資するため、事業者に対

し必要な意見の発信及び提案等に努めるものとする。 

５ 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供、消費活動に対する啓発、

教育及び被害の防止等について調査を行い、市民が広く共有できるよう努めるこ

とで、消費生活の安定又は向上に寄与するものとする。 

（市の役割及び責務） 

第１３条 市は、基本理念に基づき、地域産業の振興施策を総合的かつ計画的に推

進するとともに、産業の分野を超えた交流及び連携を促すものとする。 

２ 市は、地域産業に関する調査及び研究を行い、地域産業の振興を図るものとす

る。 

３ 市は、資材及び物品の調達、請負及び必要な工事等の発注に当たっては、事業

者への受注機会の提供に努めるものとする。 

４ 市は、地域産業の振興施策を推進するため、次に掲げる項目について産業関係

団体との連携を図り必要な施策を講ずるものとする。 

（１） 事業者間の交流及び連携 

（２） 中小企業者及び小規模企業者の経営発達及び経営安定 



（３） 企業の誘致 

（４） 人材育成及び雇用の安定 

（５） 起業、創業又は第二創業支援 

（６） 産業基盤の整備 

（７） 産業振興に係る情報の提供 

（８） その他、地域産業の振興を図る上で必要となる施策 

（地域産業の振興に係る意見交換） 

第１４条 市は、地域産業の振興に係る取組の計画、要望及び評価について、検証

及び改善を図るため、事業者、産業関係団体、教育機関及び市民と意見交換を行

う場を設けるものとする。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


